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緊急事態宣言解除に伴う弊社業務体制のお知らせ 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言について、日本政

府は５月２５日に首都圏及び北海道の５都道県の緊急事態宣言の解除を発表し、

全国の緊急事態宣言が解除となりました。これに伴い、弊社業務体制について下

記の通りお知らせ申し上げます。 

敬 具 

 

記 

 

【業務体制】 

時差出勤・交代勤務・在宅勤務から通常勤務体制へ移行 

 

【実施時期】 

２０２０年６月１日（月）より実施 

 

今後とも、社内外への感染拡大防止と、お客様、お取引先様、従業員の安全確保

を最優先に努めてまいります。 

お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

※新型コロナウイルス感染症の今後の状況、日本政府・地方自治体からの要請等

により、業務体制を変更する可能性がございます。その場合は随時お知らせいた

します。 

以上 

 

 


